
亀山市告示第１１４号  

 亀山市移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金

交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。  

平成３０年６月２８日  

                 亀山市長  櫻  井  義  之  

 

   亀山市移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補

助金交付要綱の一部を改正する告示  

 

亀山市移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金

交付要綱（平成２７年亀山市告示第７７号）の一部を次のように改

正する。  

第１条中「市内に存する空き家住宅又は空き建築物」を「空き家

住宅等」に改める。  

第２条第１号中「市内に存する空き家住宅又は空き建築物」を「空

き家住宅等」に改め、同条第３号中「空き家住宅又は空き建築物」

を「空き家住宅等」に改め、「存する住宅又は建築物」の次に「（建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建

築物のうち、長屋（２以上の住戸を有する建築物で、かつ、建築物

の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有しない

ものをいう。）及び共同住宅（２以上の住戸を有する建築物で、か

つ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分

を有するものをいう。）を除くものをいう。）」を加え、「住宅又

は建築物を」を「ものを」に改める。  

第３条中「以下」を「次条第１項、第２項及び第３項、第５条、

第６条並びに第１０条から第１３条までにおいて」に改める。  

第４条第１項第３号中「空き家住宅又は空き建築物」を「空き家

住宅等」に改め、「所有者」の次に「（個人に限る。）」を加え、

同条第４項中「空き家住宅又は空き建築物」を「空き家住宅等」に

改め、「第２条第４号に定める」を削り、同項を同条第５項とし、



同項の次に次の１項を加える。  

６  前各項の規定にかかわらず、この告示による補助金の交付を受

けようとする者が、補助の対象となる空き家住宅等を対象として

この告示による補助金若しくは次の各号に掲げる補助金の交付を

受けたことがある場合又は当該空き家住宅等を対象として次の各

号に掲げる補助金の交付を受ける場合は、この告示による補助金

は交付しない。  

（１）亀山市木造住宅耐震補強等事業補助金交付要綱（平成１７年

亀山市告示第６８号）による補助金（同要綱第３条第１項に規

定する耐震補強工事に対する補助金を除く。）  

（２）亀山市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱（平

成１７年亀山市教育委員会告示第７号）による補助金  

（３）亀山市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱（平成３０年

亀山市告示第９２号）による補助金  

（４）亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金

交付要綱（平成３０年亀山市告示第   号）による補助金  

第４条第３項第３号中「建設業者」を「施工業者」に改め、同項

を同条第４項とし、同条第２項第２号中「市内」を「県内」に、「建

設業者」を「施工業者」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１

号を同項第２号とし、同項に第１号として次の１号を加え、同項を

同条第３項とする。  

（１）居住用部分に対するものであること。  

第４条第１項の次に次の１項を加える。  

２  市長は、前項の規定にかかわらず、市町村税又は次の各号のい

ずれかの市の歳入を滞納している者を補助金の交付対象者としな

いことができる。  

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７

年亀山市条例第１号）及び亀山市認定こども園条例（平成２７

年亀山市条例第３０号）に規定する利用者負担額等  

（２）亀山市農 業集落排 水処理 施設条例 （平成 １７年亀山市条 例



１２４号）に規定する使用料  

（３）亀山市営住宅条例（平成１７年亀山市条例第１３５号）に規

定する家賃  

（４）亀山市公共下水道条例（平成１７年亀山市条例第１３１号）

に規定する使用料  

（５）亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１８年

亀山市条例第３４号）に規定する負担金等  

（６）亀山市立幼稚園利用者負担額の徴収に関する条例（平成２７

年亀山市条例第２号）に規定する利用者負担額  

第５条中「費用（」の次に「建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号）第１条第１号に規定する同一敷地内の複数の空き家住

宅等にリノベーションを行う場合は、それらの費用の合計額。」を

加え、「３分の１」を「２分の１（三重県移住促進のための空き家

リノベーション支援事業費補助金交付要領（平成２７年２月２４日

施行）による補助金の交付が行われない場合は、６分の１）」に、

「）とする。」を「）を限度として、予算の範囲内において市長が

定める」に改め、「３，０００，０００円」の次に「（市外に本店、

支店又は営業所を有する施行業者によるリノベーションにあっては、

１，５００，０００円）」を加える。  

第１２条第１項第１号中「市外へ転出」を「補助の対象となった

空き家住宅等から転居」に改める。  

別表第１耐震診断結果報告書（判定書を含む）又は耐震補強計画

書の項中「耐震診断結果報告書（判定書を含む）又は耐震補強計画

書」を「旧耐震基準により建築された空き家住宅等のリノベーショ

ンを行う場合にあっては、耐震診断結果報告書又は耐震補強判定書」

に改める。  

様式第２号中「５年以上」の次に「補助の対象となった空き家住

宅等に居住し、」を加え、「第１２条」を「第１２条第１項各号」

に改める。  

様式第３号中「５年以上」の次に「補助の対象となった空き家住



宅等に」を加える。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この告示は、平成３０年７月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この告示の施行の日前に行った亀山市移住促進のための空き家

リノベーション支援事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定に

よる申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。  


